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Ⅲ 重点課題

④ 支援等のための体制整備への取組

思いがけず被害に見舞われた犯罪被害者等は、精神的被害により、自分の

身の回りのことすら満足にできなくなる状態に陥る。その一方で、診療を受

けたり、捜査・公判等に協力したり、損害回復のための請求を行うなど、次

々に新たな対応を迫られ、再び平穏な生活を営むことができるようになるた

めには、様々な困難に立ち向かうことを余儀なくされる。犯罪被害者等に対

しては、被害直後から、犯罪被害者等が直面している各般の問題について、

相談に応じ、必要な情報の提供等を行うことが必要となり、さらに損害賠償

の請求、経済的支援、精神的ケア、医療・福祉サービス、刑事手続等への関

与など種々の場面での支援を様々な機関が行っていく必要がある。しかしこ

のことは、犯罪被害者等から見ると、相手方機関が次々と変わるということ

にもなる。様々な機関がそれぞれの役割を果たすべきであることは当然であ

るが、異なる制度や機関の継ぎ目を橋渡しする横断的なシステムがなければ、

継ぎ目に当たる度に犯罪被害者等を制度や組織の谷間に陥らせ、さらには、

時間の経過とともに支援が次第に弱まる感を抱かせることにもなる。したが

って、継ぎ目のない支援体制を構築する必要がある。

犯罪被害者等に対する支援においては、支援に資する様々な制度に関する

知識に加え、犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための知識・技能が求

められる。現状については、そうした知識・技能を十分に持った人材の不足

が指摘されており、人材の養成に加え、専門的な知識・技能に関する調査研

究や、その基となる犯罪被害の実態等に関する調査研究も求められている。

さらに、犯罪被害者等が望む場所で、ニーズに応じた支援を受けられるよ

うにする必要があり、そのためには、民間の支援団体の存在と地域ネットワ

ークの形成が重要である。民間の支援団体は、支援の提供者として不可欠の

存在であるが、そのほとんどが財政面の脆弱さ、人材育成の面での問題を抱

えており、また、他の機関・団体等との連携不足や、活動の地域的な格差な

どの問題点もあり、援助が求められている。

これらの現状を乗り越えて、犯罪被害者等の誰もが、望む場所で、必要な

ときにいつでも、情報の入手や相談ができ、専門的知識と技能に裏付けられ

た支援が受けられる継ぎ目のない支援体制を民間の支援団体とともに構築し

ていかなければならない。
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⑤ 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

基本方針④が示すように、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことがで

きるようにするためには、国民の期待に応え得る十分な施策を実施する必要

があるが、施策が措置されても国民の理解と協力がなければその効果は十分

には発揮されない。また、犯罪被害者等は、地域社会において、配慮され、

尊重され、支えられてこそ、平穏な生活を回復できるのであり、施策の実施

と国民の理解・協力はまさに車の両輪である。しかし、現状は、犯罪被害者

等は、受ける被害の実相を理解されず、配慮のない対応をされ、疎外され、

孤立することが少なくなく、二次的被害を与えられることもある。また、例

外的な存在と誤解され、軽視・無視されることもある。

犯罪被害者等を理解することは、犯罪被害者等への配慮を可能にし、二次

的被害を防止するのみならず、犯罪被害者等が我々の大切な隣人であること

を改めて想起させ、隣人と共に生きる健全な社会をつくることを可能にする。

また、犯罪被害者等への支援に協力することは、自己や周囲の者が犯罪被害

者等となった場合に対処できる知識・能力を身に付けることにもなるととも

に、犯罪等に対し、地域社会が一丸となって対決し、安全で安心な社会をつ

くることを可能にする。

広く国民の理解と協力を得るための取組は、目に見える効果を直ちに期待

できるものではないが、国民一人ひとりに深く届くよう着実に進められなく

てはならない。様々な分野・場面で、教育活動や広報・啓発活動等による息

の長い取組を行い、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉

又は生活の平穏への配慮の重要性等についての国民の理解を深め、犯罪被害

者等のための施策への協力を確保していかなればならない。


